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平成 26 年５月１日

会例定会議月３
平成 26 年第１回議会定例会が、３月４日から 20 日ま

での 17 日間の日程で開かれ、平成 26 年度当初予算をは

じめとする市長提出議案 39 件、議員提出議案 1 件、請願

1件が審議され、請願 1件は不採択となりましたが、その

ほかの議案はすべて原案のとおり可決されました。開か

れた議会を目指して、長年取り組んできた議会基本条例

の制定を行いました。

３
月
４
日

７
日

10
日

11
日

12
日

13
日

14
日

20
日

平成26年
３月（第１回）定例会日程

３月議会最終日に全員で（議場）

本
会
議
（
議
案
上
程
・
提
案
説
明
・
質
疑
・
討
論
・
採
決
）

　
　
　

（
議
案
上
程
・
提
案
説
明
・
質
疑
・
委
員
会
付
託
）

本
会
議
（
請
願
陳
情
・
質
疑
・
委
員
会
付
託
）

　
　
　

（
議
案
上
程
・
提
案
説
明
・
質
疑
・
委
員
会
付
託
）

　
　
　

（
一
般
質
問
）

本
会
議
（
一
般
質
問
）

委
員
会
（
総
務
文
教
委
員
会
）

委
員
会
（
建
設
厚
生
委
員
会
）

委
員
会
（
予
算
委
員
会
）

委
員
会
（
予
算
委
員
会
）

本
会
議
（
議
案
上
程
・
提
案
説
明
・
質
疑
・
討
論
・
採
決
）

　
　
　

（
委
員
長
報
告
・
質
疑
・
討
論
・
採
決
）

【
３
月
定
例
会
】

●
市
長
提
出
議
案　

39
件

・
条
例
議
案
14
件

・
一
般
議
案
４
件

・
予
算
議
案
16
件

・
承
認
議
案
３
件

・
同
意
議
案
２
件

い
ず
れ
も
原
案
可
決
・

平成 25 年度一般会計３月補正予算（第 10 号）

3 億 2,542 万 2,000 円減額 内容

今回の一般会計補正は、各事業の

実績及び決算見込みを計上して、

所要の補正を行うもの。

補正後予算総額
179 億 8,880 万 3,000 円

（参考）平成 24 年度同月予算総額
　　　145 億 9,219 万 9,000 円

□問　　防災情報伝達システム整備事業について減額補正されている理由は。

■答　渡津町塩田地区において屋外子局を設置予定であったが、適地選定が

進まず、平成25年度は見送ることにした。今後引き続き検討を行う。

□問　　地域医療支援対策事業が２千万円の減額補正されている具体的理由

は。

■答　小児科医不在による減額や、産科分娩数の減少、拠点病院補助金、海

外研修による代替医が使われなかったなどが理由。

予算委員会審査内容

認
定
・
同
意
し
ま
し
た
。

人
権
擁
護
委
員
候
補
者

の
推
薦
に
つ
い
て
は
、
田

野
美
恵
子
氏
の
推
薦
に
同

意
し
、
監
査
委
員
の
選
任

に
つ
い
て
は
、
森
﨑
延
正

氏
の
選
任
に
つ
い
て
同
意

し
ま
し
た
。

●
請　

願　
　

１
件

請
願
第
１
号　

特
定
秘

密
保
護
法
の
廃
止
を
求
め

る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い

て
は
、
賛
成
少
数
に
よ
り

不
採
択
に
な
り
ま
し
た
。

平成 25 年度特別会計３月補正予算（水道事業会計を除く）

5,275 万 1,000 円減額
内容

決算見込みについて、所要の補正

を行うもの。

補正後予算総額
54 億 735 万 1,000 円

（参考）平成 24 年度同月予算総額
　　　53 億 9,614 万 9,000 円

議会の動き・予算審議 ２



平成 26 年５月１日

事　業　名 予　算　額 事　業　の　概　要

地域防犯推進事業 1,908万5千円
自治会が行う防犯灯の新設・移設・撤去に係る費用の１/2 を補

助することにより、新設・ＬＥＤ化を促進する。

地域コミュニティ

活 性 化 事 業
5,184万8千円

コミュニティ交流センター設置地域の運営事業、活動促進事業費。

（黒松・都治・浅利・松平・嘉久志・跡市・敬川・有福温泉）

災 害 対 策 費

（社会福祉総務費）
1,505万円

平成 25 年８月の豪雨災害により住居が全壊・大規模半壊・半

壊し、やむを得ず解体となった被災者に「被災者生活再建支援

金」を給付する。

保育士等処遇改善

臨 時 特 例 事 業
1,001万8千円

保育士の人材確保対策を推進する一環として、保育士等の処遇

改善（賃金改善）に取り組む民間保育所へ補助金の交付を行う。

地 域 医 療

支 援 対 策 事 業
3億7,815万7千円

済生会江津総合病院が行う医師・看護師等の確保対策及び離職

防止対策として行う各種事業に対し補助金を交付する。また、

経営改善に取り組む済生会病院に対し財政支援を行うことで地

域医療体制の維持確保を図る。

地産地消支援事業 355万円

営農コーディネーター２名を配置することにより営農技術指導

や消費者ニーズと生産・出荷のマッチング等を強化し、直売所

の年間を通じた安定供給を図る。また、学校給食での食材供給

における生産者と品目の拡大を図り産直率向上に努める。

駅 前 ホ テ ル

整 備 支 援 事 業
2億4,000万円

駅前ホテルを整備する㈱江津未来開発に対して、市が建設資金

等を貸し付けることにより、建設資金の確保と利息負担の軽減

を図り、事業の円滑な実施を支援する。

財源　　島根県市町村振興資金　　1億 5,000 万円

　　　　ふるさと融資　　　　　　　　　　9,000 万円

市長改選を控え新規政策的経費の計上は見送られましたが、災害復旧事業や中心市街地整備事業など継続事業

を計上したものとなりました。

～平成26年度当初予算の主要事業～

平成 26 年度当初予算決まる

一般会計

160 億 4,700 万円
（参考）平成 25 年度当初予算額

　　　147 億 5,100 万円

特別会計

52 億 407 万 8 千円
（参考）平成 25 年度当初予算額

　　　50 億 6,878 万 8 千円

３ 予算審議



平成 26 年５月１日

事　業　名 予　算　額 事　業　の　概　要

中 心 市 街 地

整 備 事 業
7億1,160万円

江津駅前地区再生整備計画の拠点施設である公共公益複合施

設、交流広場及び駐車場、並びに隣接した市道御幸通線及び水

源地通線の拡幅など一体的に整備し、駅前地区の活性化を図る

とともに、各種会議やイベント等に対応するため日本製紙沿い

に市営駐車場を整備する。

公共複合施設整備事業　　6億 8,500 万円

駅前市道整備事業　　　　　　2,560 万円

まちづくり活動支援事業　　　　100 万円

安 全 安 心 拠 点

整 備 事 業
6,742万6千円

川平町の指定避難所である川平公民館が浸水し使用不能となっ

たため、新たな防災拠点として防災備蓄庫及び消防ポンプ庫機

能を併せ持った避難所「松平防災センター」を建設する。

また、江尾及び今田消防ポンプ庫も浸水したため高台へ移転す

る。

松平防災センター整備　　　　 6,271 万円

江尾消防ポンプ庫移築　　　 　　388 万円

今田消防ポンプ庫移転　　　　　　82 万円

□問　　合併 10 周年・市政施行 60 周年記念事業についての考え方は。

■答　昔のように大々的な式典というわけにはいかないが、シンプルであっても心に残る厳粛な記念事

業を検討する。

□問　　ビジネスコンテストに係る予算について考え方は。

■答　これまではコンテストに係る経費が中心であったが、今後は提案者のフォローを中心とした予算

に移行していきたい。

□問　　地域医療支援対策事業について、小児医療病床５床が予算化されているが、小児科医の確保の見

通しは。

■答　入院・夜間救急対応は２名体制でないと難しい。再開の見通しはまだないが、引き続き確保の取

り組みを実施する。

□問　　緊急雇用創出事業委託料が増額しているが、委託先に変化があるのか内容は。

■答　平成 25 年度は失業者対策の起業支援型地域雇用創造事業であったが、26 年度は制度が変わり民

間事業者が新規事業を立ち上げたところに補助をする。現在農林水産部門の枠取りをしている。

□問　　江津駅前ホテル整備支援において、民間事業者への貸付の公平性は。

■答　本市の長年の懸案事項であった駅前再開発において、駅前ホテルは核となるものであり公共性は

高いと考えている。

□問　　学校給食費について、地産地消の取り組み状況は。

■答　地産地消率は約 30％であるが昨年の災害で下降気味であるので、コーディネーター配置により

40％を目標に調整している。

□問　　国保事業について、平成 26 年度の保険料の見込みは。

■答　できるだけ上げないように考えているが、基金の取り崩しの状況によっては上げることも検討し

なければならない。

予算委員会審査内容

予算審議 ４



平成 26 年５月１日

常
任
委
員
会

審
査
内
容

常
任
委
員
会

審
査
内
容

常
任
委
員
会

審
査
内
容

総
務
文
教
委
員
会

委
員
会
に
付
託
さ
れ
た

請
願
１
件
、
条
例
議
案
９

件
、
一
般
議
案
２
件
に
つ

い
て
審
査
を
行
い
、
請
願

に
つ
い
て
は
賛
成
少
数
に

よ
り
不
採
択
、
条
例
議
案

と
一
般
議
案
に
つ
い
て

は
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
し
た
。

●
請
願

◆
特
定
秘
密
保
護
法
の
廃

止
を
求
め
る
意
見
書
の
提

出
に
つ
い
て

＝
内
容
＝

第
１
８
５
回
国
会
で
可

決
成
立
し
、
平
成
25
年
12

月
13
日
公
布
さ
れ
た
「
特

定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る

法
律
」
を
廃
止
す
る
よ
う

国
へ
要
望
す
る
意
見
書
の

提
出
を
求
め
る
も
の
。

【
委
員
質
問
】

□問
　
　

本
市
の
事
務
や
保
有

す
る
情
報
の
中
で
特
定
秘

密
に
該
当
す
る
も
の
は
あ

る
か
。

■答　
現
在
、
国
に
お
い
て

特
定
秘
密
の
指
定
基
準
に

つ
い
て
協
議
が
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
段

階
で
は
答
え
ら
れ
る
状
況

で
は
な
い
。

【
反
対
討
論
】

国
家
の
外
交
や
防
衛
に

関
す
る
こ
と
を
市
議
会
で

議
論
す
る
の
は
難
し
い

が
、
こ
の
問
題
は
こ
れ
ま

で
、
国
際
常
識
に
か
な
う

ル
ー
ル
が
な
か
っ
た
こ
と

が
問
題
で
あ
る
。
特
定
秘

密
に
つ
い
て
は
国
の
安
全

保
障
上
の
機
密
情
報
に
限

ら
れ
、
情
報
漏
え
い
を
防

ぐ
た
め
に
は
こ
の
法
律
は

必
要
で
あ
り
、
本
請
願
に

は
反
対
で
あ
る
。

【
賛
成
討
論
】

何
が
特
定
秘
密
に
な
る

の
か
不
明
で
あ
り
、
国
民

の
知
る
権
利
や
表
現
の
自

由
が
侵
害
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
。
法
律
が
成
立
し

て
か
ら
場
当
た
り
的
に
そ

の
条
件
を
考
え
て
い
く
よ

う
な
法
律
は
廃
止
す
べ
き

で
あ
る
。
い
ま
だ
世
論
に

反
対
の
声
が
あ
る
。
特
定

秘
密
の
定
義
が
曖
昧
で
、

チ
ェ
ッ
ク
機
関
が
統
一
さ

れ
な
い
中
で
法
律
が
成
立

し
て
い
っ
た
こ
と
も
国
民

の
不
安
の
原
因
で
あ
り
、

こ
の
請
願
に
賛
成
で
あ

る
。

●
条
例
議
案

◆
江
津
市
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
交
流
セ
ン
タ
ー
の
設

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
制
定
に
つ
い
て

＝
内
容
＝

平
成
25
年
度
末
ま
で
に

新
た
に
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
組
織
が
設
立
さ
れ
る

嘉
久
志
・
跡
市
・
敬
川
・

有
福
温
泉
の
市
内
４
地
区

へ
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

交
流
セ
ン
タ
ー
の
設
置
と

空
調
設
備
に
つ
い
て
使
用

料
を
制
定
す
る
も
の
。

◆
江
津
市
公
民
館
設
置
管

理
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
制
定
に
つ
い
て

＝
内
容
＝

対
象
と
な
る
４
つ
の
公

民
館
を
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
交
流
セ
ン
タ
ー
に
移

行
す
る
た
め
、
対
象
の
公

民
館
を
条
例
か
ら
削
除
す

る
も
の
。

【
反
対
討
論
】

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
交

流
セ
ン
タ
ー
移
行
に
よ
り

社
会
教
育
法
の
公
民
館
か

ら
外
れ
る
施
設
と
す
べ
き

で
は
な
い
。

【
賛
成
討
論
】

こ
れ
ま
で
の
公
民
館
活

動
、
社
会
教
育
の
部
分
に

つ
い
て
も
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
推
進
指
針
の
中
に
盛

り
込
ま
れ
て
お
り
、
今
後

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の

中
で
も
保
護
さ
れ
る
こ
と

を
確
認
し
て
い
る
の
で
賛

成
で
あ
る
。

◆
江
津
市
消
防
団
員
等
公

務
災
害
補
償
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
制
定
に

つ
い
て

＝
内
容
＝

障
害
者
総
合
支
援
法
の

改
正
に
伴
い
、
引
用
し
て

い
る
適
用
条
項
に
ず
れ
が

生
じ
た
た
め
所
要
の
改
正

を
す
る
も
の
。

◆
江
津
市
非
常
勤
消
防
団

員
に
係
る
退
職
報
奨
金
の

支
給
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

＝
内
容
＝

地
域
防
災
力
の
充
実
強

化
に
関
す
る
法
律
が
施
行

さ
れ
、
消
防
団
員
等
公
務

災
害
補
償
等
共
済
基
金
か

ら
市
町
村
に
支
払
わ
れ
る

退
職
報
奨
金
が
増
額
改
正

さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
退

職
報
奨
金
の
支
給
に
つ
い

て
改
正
す
る
も
の
。

◆
江
津
市
交
通
安
全
対
策

会
議
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

＝
内
容
＝

交
通
安
全
対
策
基
本
法

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
市

町
村
交
通
安
全
対
策
会
議

の
組
織
及
び
所
掌
事
務
に

つ
い
て
改
正
す
る
も
の
。

【
委
員
質
問
】

□問
　
　

交
通
安
全
対
策
会
議

の
委
員
を
８
名
か
ら
12
名

に
改
正
す
る
が
、
委
員
構

成
の
内
容
は
ど
う
か
。

■答　
こ
れ
ま
で
委
員
構
成

は
官
公
庁
に
偏
っ
て
い
た

が
、
交
通
安
全
対
策
を
幅

広
く
展
開
す
る
た
め
、
市

内
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
交

通
安
全
関
係
者
を
委
員
と

し
て
招
へ
い
す
る
も
の
。

◆
江
津
市
災
害
派
遣
手
当

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ

い
て

＝
内
容
＝

「
大
規
模
災
害
か
ら
の

復
興
に
関
す
る
法
律
」
が

施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
災
害
派
遣
手
当
、
武

力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当

及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当

を
規
定
す
る
も
の
。

【
委
員
質
問
】

□問
　
　

武
力
攻
撃
災
害
等
派

遣
と
い
う
の
は
、
本
市
で

は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

業
務
を
想
定
さ
れ
る
の

か
。■答　

具
体
的
な
業
務
は
検

討
し
て
な
い
が
、
派
遣
を

受
け
た
場
合
に
、
手
当
て

が
支
給
で
き
な
い
こ
と
を

回
避
す
る
た
め
の
も
の
。

【
反
対
討
論
】

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

事
態
や
業
務
が
想
定
さ
れ

る
か
不
明
で
あ
り
、
武
力

攻
撃
災
害
等
の
派
遣
に

よ
っ
て
基
本
的
人
権
が
制

限
さ
れ
る
可
能
性
も
あ

る
。
そ
う
い
う
も
の
に
市
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と
し
て
協
力
で
き
る
の
か

と
い
う
点
が
あ
り
、
反
対

で
あ
る
。

【
賛
成
討
論
】

あ
ら
ゆ
る
災
害
が
起
き

た
場
合
、
手
当
て
を
支
給

す
る
条
例
が
な
い
中
で
は

派
遣
が
不
可
能
に
な
っ
て

く
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る

た
め
、
賛
成
で
あ
る
。

◆
職
員
の
休
日
及
び
休
暇

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ

い
て

＝
内
容
＝

私
傷
病
休
暇
期
間
を
延

長
す
る
こ
と
に
伴
う
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の
。

◆
江
津
市
心
身
障
害
児
就

学
指
導
委
員
会
設
置
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

制
定
に
つ
い
て

＝
内
容
＝

学
校
教
育
法
施
行
令
の

一
部
改
正
に
基
づ
き
、「
指

導
」
か
ら
「
支
援
」
へ
の

条
例
の
名
称
等
所
要
の
改

正
を
行
う
も
の
。

◆
特
別
職
の
職
員
で
非
常

勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費

用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
制

定
に
つ
い
て

＝
内
容
＝

江
津
市
心
身
障
害
児
就

学
指
導
委
員
会
設
置
条
例

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
委

員
名
を
就
学
支
援
委
員
会

委
員
に
改
正
す
る
も
の
。

●
一
般
議
案

◆
公
の
施
設
に
係
る
指
定

管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

＝
内
容
＝

平
成
26
年
３
月
31
日
を

も
っ
て
指
定
期
間
の
満
了

を
迎
え
る
江
津
中
央
公
園

に
つ
い
て
、
選
定
さ
れ
た

指
定
管
理
候
補
者
「
江
津

市
教
育
文
化
財
団
」
を
指

定
管
理
者
と
し
て
決
定
す

る
た
め
、
議
会
の
議
決
を

求
め
ら
れ
た
も
の
。

【
委
員
質
問
】

□問
　
　

前
回
の
指
定
期
間
満

了
時
に
民
間
業
者
が
関
心
を

示
し
て
い
た
と
の
こ
と
だ
っ

た
が
そ
の
後
は
ど
う
か
。

■答　
市
外
の
業
者
が
関
心

を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、

市
民
の
た
め
に
作
っ
た
施
設

に
市
外
の
業
者
が
入
っ
て

き
た
際
想
定
さ
れ
る
問
題

を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

◆
江
津
市
過
疎
地
域
自
立

促
進
計
画
の
変
更
に
つ
い

て＝
内
容
＝

平
成
25
年
度
実
施
中
の

ソ
フ
ト
事
業
３
件
と
平
成

26
年
度
以
降
に
実
施
予
定

の
新
規
ハ
ー
ド
事
業
の
２

件
の
追
加
を
す
る
過
疎
対
策

事
業
の
変
更
を
行
う
も
の
。

【
委
員
質
問
】

□問
　
　

今
回
計
画
に
も
り
込

ま
れ
た
林
業
の
雇
用
対
策

は
ど
う
な
る
の
か
。

■答　
こ
れ
ま
で
一
般
財
源

で
行
っ
て
い
た
事
業
に
つ

い
て
過
疎
債
を
充
当
す
る

た
め
計
画
の
変
更
を
行
う

も
の
。

委
員
会
に
付
託
さ
れ
た

条
例
議
案
５
件
、
一
般
議

案
２
件
に
つ
い
て
は
、
い

ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た
。

●
条
例
議
案

◆
江
津
市
福
祉
医
療
費
助

成
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
制
定
に
つ
い
て

＝
内
容
＝

　

障
害
者
総
合
支
援
法
改

正
に
伴
い
、
福
祉
医
療
費

助
成
制
度
に
お
け
る
本
人

負
担
上
限
額
の
引
き
下
げ

と
、
精
神
障
が
い
者
の
適

用
対
象
の
拡
大
に
伴
い
改

正
を
行
う
も
の
。

□問
　
　

現
状
と
拡
大
さ
れ
る

人
数
は
。

■答　
現
在
対
象
者
は
９
４

５
人
で
35
人
対
象
が
拡
大

さ
れ
る
。

◆
江
津
市
保
育
所
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
制

定
に
つ
い
て

＝
内
容
＝

保
育
所
の
統
合
及
び
停

留
園
の
廃
止
に
伴
う
施
設

の
整
理
を
行
う
も
の
。

◆
江
津
市
手
数
料
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
制

定
に
つ
い
て

＝
内
容
＝

消
費
税
法
及
び
地
方
税

法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、

開
発
行
為
の
許
可
申
請
手

数
料
、
建
築
確
認
に
関
す

る
手
数
料
及
び
低
炭
素
建

築
物
新
築
等
計
画
の
認
定

に
関
す
る
手
数
料
に
つ
い

て
改
正
を
行
う
も
の
。

◆
江
津
市
営
住
宅
等
駐
車

場
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
制
定
に
つ
い
て

＝
内
容
＝

消
費
税
法
及
び
地
方
税

法
の
一
部
改
正
に
伴
い
東

高
浜
団
地
駐
車
場
の
使
用

料
を
改
定
す
る
も
の
。

□問
　
　

駐
車
場
の
使
用
料
に

１
円
単
位
の
端
数
が
つ
い

て
い
る
が
、
切
り
上
げ
切

り
捨
て
の
考
え
は
な
い
か
。

■答　
東
高
浜
団
地
駐
車
場

は
県
営
住
宅
と
市
営
住
宅

の
駐
車
場
が
混
在
し
て
お

り
、
県
が
端
数
ま
で
付
け

て
い
る
の
で
そ
れ
に
な
ら

っ
た
も
の
。

●
一
般
議
案

◆
市
道
の
路
線
の
廃
止
に

つ
い
て

＝
内
容
＝

○
沿
線
に
住
居
が
な
く

狭
き
ょ
う
あ
い

隘
で
あ
り
利
用
実
態
が

な
い
た
め
「
市
道
郷ご

う
は
た
だ

畑
田

線
」
を
廃
止
し
、「
林
道
専

用
道　

畑は
た
だ
や
ま
し
た
や
ま

田
山
下
山
線
」

と
し
て
整
備
し
、
森
林
施

業
目
的
で
利
用
す
る
も
の
。

◆
市
道
の
路
線
の
認
定
に

つ
い
て

＝
内
容
＝

○
「
市
道
桜
江
日
和
線
」
は
、

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合

研
究
所
の
施
工
に
よ
り
、

新
規
道
路
が
完
成
す
る
こ

と
に
伴
い
路
線
認
定
す
る

も
の
。

○「
市
道
星
島
ニ
ュ
ー
タ
ウ

ン
線
」
は
、
都
市
計
画
法

に
基
づ
く
宅
地
造
成
の
民

間
開
発
行
為
に
伴
い
、
嘉

久
志
町
の
事
業
区
域
内
の

道
路
を
市
道
と
す
る
た
め
、

路
線
認
定
す
る
も
の
。

○「
東
部
工
業
団
地
５
号
幹

線
」
は
、
江
津
工
業
団
地

内
の
環
境
整
備
に
伴
う
新

規
道
路
建
設
の
た
め
に
路

線
認
定
す
る
も
の
。

○「
渡
線
」
は
、
江
の
川
川

越
築
堤
事
業
に
伴
う
県
道

日
貫
川
本
線
の
付
替
え
工

事
に
伴
い
、
旧
県
道
区
間

を
路
線
認
定
す
る
も
の
。

建
設
厚
生
委
員
会

市道桜江日和線（日桜ロード）を現地調査
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□問
　
　

桜
江
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
の
校
内
化
は
。

■答　
１
学
期
の
期
間
中
に

運
用
を
開
始
す
る
。

□問
　
　

谷
住
郷
の
内
水
排
除

の
常
設
ポ
ン
プ
は
。

■答　
一
刻
も
早
く
設
置
し

て
い
た
だ
く
よ
う
重
点
要

望
に
掲
げ
、
関
係
機
関
に

粘
り
強
く
働
き
か
け
る
。

□問
　
　

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
公
民
館
の

設
置
状
況
は
。

■答　
現
在
、
16
公
民
館
に

設
置
し
て
あ
り
、
平
成
27

年
度
で
全
て
の
公
民
館
に

設
置
す
る
。

□問
　
　

桜
江
庁
舎
の
今
後
の

状
況
は
。

■答　
江
津
市
桜
江
副
次
拠

点
の
活
用
策
に
関
す
る
検

討
委
員
会
の
提
言
を
も
と

に
、
森
総
研
が
出
た
後
、

耐
震
補
強
工
事
、
改
修
工

事
を
行
い
課
題
解
決
し
て

取
り
組
む
。

□問
　
　

治
水
事
業
に
つ
い
て
、

川
越
下
流
の
締
め
切
り
・

上
大
貫
地
区
・
田
津
地
区
・

下
大
貫
地
区
の
状
況
は
。

■答　
川
越
地
区
に
つ
い
て

は
平
成
25
年
８
月
に
住
民

説
明
会
を
行
い
現
地
測
量

及
び
設
計
し
て
い
る
。
大

貫
和
田
地
区
に
つ
い
て

は
、
渡
田
地
区
計
画
も
あ

り
、
右
岸
・
左
岸
の
バ
ラ

ン
ス
も
あ
る
た
め
考
慮
し

な
が
ら
計
画
す
る
。

□問
　
　

八
戸
川
の
整
備
計
画

及
び
玉
川
等
の
改
修
は
。

■答　
八
戸
川
流
域
の
河
川

整
備
計
画
の
見
直
し
を
県

に
要
望
す
る
。
ま
た
、
玉

川
を
は
じ
め
と
す
る
八
戸

川
水
系
支
流
の
河
川
改
修

を
県
へ
し
っ
か
り
要
望
す

る
。□問

　
　

防
災
事
業
で
災
害
救

助
艇
の
配
備
先
は
。

■答　
坂
本
・
渡
・
谷
住
郷
・

今
田
・
金
田
・
本
町
・
長

田
地
区
で
す
。

□問
　
　

田
津
地
区
の
配
備
は
。

■答　
今
年
度
、
防
災
の
資

機
材
セ
ッ
ト
と
ボ
ー
ト
を

配
備
す
る
。

児童クラブの校内化は

市長／ 1学期中に開始する

一
般
質
問
検
証

地域医療

済
生
会
病
院
の
再
建
は

市
長
／
支
援
を
継
続
す
る

藤田　厚

横田省吾

□問
　
　

再
建
計
画
の
結
果
は
。

■答　
療
養
病
床
86
床
を
再

開
し
た
が
、
看
護
師
の
大

量
退
職
が
発
生
し
、
40
床

が
休
止
、
さ
ら
に
常
勤
の

小
児
科
医
１
名
、
外
科
医

１
名
が
退
職
し
た
。
患

者
数
は
平
成
25
年
度
見

込
み
８
万
１
４
５
５
人

で
、
前
年
比
で
１
万
人

の
減
少
。
外
来
患
者
は
平

成
24
年
度
８
万
４
５
２
８

人
、
平
成
25
年
度
決
算
見

込
み
は
７
万
９
８
９
３

人
で
５
０
０
０
人
減
の

た
め
に
、
平
成
25
年
度

決
算
見
込
み
は
収
益
額

36
億
１
０
０
０
万
円
で
、

２
億
３
３
０
０
万
円
の

減
、当
期
損
失
は
３
億
円
、

１
億
１
０
０
０
万
円
の
赤

字
増
と
な
っ
た
。

□問
　
　

こ
れ
か
ら
の
考
え
は
。

■答　
現
在
、
県
は
済
生
会

本
部
に
対
し
て
経
営
改
善

計
画
を
策
定
中
。
本
市
は

物
的
な
支
援
ば
か
り
で
な

く
、
看
護
師
の
確
保
等
に

つ
い
て
市
職
員
も
人
的
な

ネ
ッ
ト
か
ら
協
力
し
て
い

く
。

【
地
球
温
暖
化
対
策
】

□問
　
　

庁
内
で
の
省
エ
ネ
対

策
は
。

■答　
二
酸
化
炭
素
削
減
目

標
年
１
％
に
対
し
平
成
24

年
は
３
・
４
％
を
削
減
し

た
。□問

　
　

本
市
の
再
生
エ
ネ
ル

ギ
ー
状
況
は
。

■答　
20
基
の
風
力
発
電
、

木
質
チ
ッ
プ
ボ
イ
ラ
ー
に

よ
る
温
泉
へ
の
給
湯
、
バ

イ
オ
マ
ス
発
電
を
導
入
し

市
民
の
声
を
行
政
に
問
う

市
民
の
声
を
行
政
に
問
う

※
原
稿
は
質
問
し

た
議
員
自
身
が
要

旨
を
ま
と
め
た
も

の
で
す
。

市
民
の
声
を
行
政
に
問
う

た
ご
み
焼
却
場
、
八
戸
川

の
小
水
力
発
電
、
平
成
27

年
稼
動
と
な
る
バ
イ
オ
マ

ス
発
電
所
、
民
間
主
体
で

進
む
地
熱
利
用
の
調
査
が

進
ん
で
い
る
。

□問
　
　

再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

本
市
で
の
集
積
を
発
信
す

る
考
え
は
。

■答　
26
年
度
中
に
再
生
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
先
進
地
と
し

て
外
部
へ
売
り
込
み
を
図

る
。□問

　
　

メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
の
設

置
状
況
は
。

■答　
企
業
局
で
１
ヵ
所
、

民
間
で
３
ヵ
所
設
置
し
て

い
る
。
総
パ
ネ
ル
面
積
は

４
万
４
４
０
０
㎡
で
、
総

発
電
量
20
万
９
６
０
０
Ｍ

Ｗ
、
電
力
量
は
５
万
８
０

０
０
世
帯
分
。

□問
　
　

メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
の
遊

休
農
地
で
の
利
用
は
。

■答　
現
時
点
で
は
な
い
。

□問
　
　

固
定
資
産
税
の
増
収

と
な
る
か
。

■答　
償
却
資
産
分
の
税
収

が
見
込
め
る
、
用
途
変
更

に
よ
る
固
定
資
産
税
の
増

加
も
見
込
め
る
。

一般質問 常任委員会審査７ ６



平成 26 年５月１日

□問
　
　

市
長
の
所
信
表
明
に

あ
る
定
住
施
策
の
中
で
の

交
流
人
口
と
は
。

■答　
定
住
人
口
の
増
加
を

求
め
る
こ
と
は
、
地
方
に

お
い
て
は
困
難
と
な
り
つ

つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背

景
か
ら
、
交
流
人
口
を
ふ

や
す
こ
と
に
よ
り
市
内
で

の
消
費
活
動
な
ど
に
つ
な

げ
る
こ
と
で
経
済
活
動
や

人
材
確
保
な
ど
へ
の
波
及

効
果
を
導
く
。

観
光
以
外
に
も
市
民
活

動
を
含
め
あ
ら
ゆ
る
分
野

で
、
特
色
と
魅
力
を
持
た

せ
る
取
り
組
み
を
推
進

し
、
あ
わ
せ
て
情
報
発
信

す
る
こ
と
で
交
流
人
口
の

確
保
を
図
る
。

□問
　
　

平
成
26
年
度
は
合
併

10
周
年
や
市
制
施
行
60
周

年
で
の
式
典
や
記
念
誌
を

予
定
し
て
い
る
が
、
節
目

交流人口の拡大を

市長／定住施策の一翼

観　

光

林業振興

林
業
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
は

市
長
／
利
益
享
受
に
よ
り
再
生

山根兼三郎

森脇悦朗

□問
　
　

木
材
搬
出
コ
ス
ト
の

抑
制
な
ど
、
林
業
施
策
を

展
開
す
る
上
で
の
諸
課
題

は■答　
消
費
税
増
税
前
の
住

宅
需
要
で
木
材
価
格
が
急

騰
し
て
い
る
が
、
反
動
減

で
今
後
厳
し
く
な
る
。
相

続
登
記
や
地
籍
調
査
の
未

了
に
よ
り
、
所
有
者
の
把

握
や
境
界
の
確
定
が
困
難

と
な
り
、
計
画
的
な
森
林

施
業
を
阻
害
し
て
い
る
。

地
域
材
需
要
が
増
え
て

く
る
が
、
従
事
者
を
含
め

安
定
供
給
体
制
の
構
築
が

課
題
。

□問
　
　

バ
イ
オ
マ
ス
発
電
所

稼
働
に
よ
る
木
質
チ
ッ
プ

の
確
保
に
つ
い
て
、
山
林

所
有
者
に
対
す
る
補
償
も

含
め
今
後
の
見
通
し
は
。

■答　
各
林
業
事
業
体
が
山

林
を
購
入
し
た
り
、
所
有

者
に
対
し
て
伐
採
に
よ
る

収
支
の
提
案
に
よ
る
契
約

を
し
た
り
す
る
。
事
業
体

は
補
助
事
業
を
活
用
し
生

産
設
備
の
増
強
や
人
員
確

保
を
進
め
て
い
る
。

□問
　
　

林
業
振
興
に
向
け
た

将
来
ビ
ジ
ョ
ン
は
。

■答　
バ
イ
オ
マ
ス
発

電
所
の
稼
働
に
よ

り
、
今
ま
で
以
上
に

山
林
所
有
者
に
利
益

が
還
元
さ
れ
る
可
能

性
が
高
く
な
る
。
こ

れ
を
契
機
に
、
事
業

が
も
た
ら
す
好
循
環

に
よ
る
利
益
を
享
受

す
る
こ
と
で
森
林
、

林
業
の
再
生
に
向
け

た
取
り
組
み
を
推
進

す
る
。

【
定
住
対
策
】

□問
　
　

若
者
定
住
住
宅
確
保

対
策
に
つ
い
て
、
定
住
・

景
気
対
策
・
後
継
者
育
成

を
視
野
に
持
家
祝
金
事
業

や
優
良
賃
貸
住
宅
の
建
設

な
ど
新
た
な
取
り
組
み

を
。■答　

現
在
、
若
者
定
住
促

進
住
宅
を
確
保
し
家
賃
を

助
成
し
て
い
る
。
空
き
家

バ
ン
ク
に
よ
り
空
き
家
改

修
費
用
の
補
助
制
度
も
あ

る
。
支
援
策
に
つ
い
て

は
、
若
手
職
員
を
中
心
と

し
た
定
住
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
に
よ
り
若
者
視
点

に
よ
る
企
画
を
試
行
し
て

い
る
。

の
時
だ
か
ら
こ
そ
本
市
に

ご
縁
の
あ
る
方
々
に
お
越

し
い
た
だ
け
る
よ
う
な
事

業
を
し
て
は
。

■答　
他
に
も
岡
本
真
夜
コ

ン
サ
ー
ト
や
書
家
の
金
澤

翔
子
さ
ん
の
特
別
展
な
ど

も
予
定
し
て
い
る
。
こ
れ

に
加
え
、
従
来
か
ら
の
継

続
イ
ベ
ン
ト
の
本
市
３
大

祭
り
や
、院
展
、ピ
ク
ニ
ッ

ク
ラ
ン
桜
江
、
桜
江
い
き

い
き
祭
り
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
事
業
を
冠
事
業
と
し
て

支
援
を
行
う
。

県産材を使い建設したさくらえ保育園の遊戯室

数多くの地場産品が出品され、にぎわった地場産業祭

一般質問 ８



平成 26 年５月１日

□問
　
　

地
域
公
共
交
通
総
合

連
携
計
画
に
掲
げ
ら
れ
た

目
標
は
達
成
さ
れ
た
か
。

■答　
運
行
経
費
の
削
減
は

な
さ
れ
た
。
交
通
不
便
地

区
の
縮
小
、
解
消
は
バ
ス

停
か
ら
１
キ
ロ
以
上
離
れ

て
い
る
集
落
の
８
割
削
減

を
目
標
と
し
て
い
た
が
、

50
集
落
の
う
ち
22
集
落
、

44
パ
ー
セ
ン
ト
の
削
減
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
。
利
用

促
進
に
つ
い
て
は
、
デ
マ

ン
ド
バ
ス
の
新
規
路
線
に

つ
い
て
は
１
日
あ
た
り
11

人
と
目
標
を
上
回
っ
た
。

□問
　
　

国
の
交
通
政
策
基
本

法
が
成
立
し
た
。
市
民
の

要
望
に
応
え
る
た
め
に
も

交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充

実
を
。

■答　
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

組
織
に
お
い
て
も
、
関
係

者
が
一
体
と
な
っ
た
地
域

公
共
交
通
の
仕
組
み
を
作

る
必
要
が
あ
る
。

今
年
度
で
現
在
の

総
合
連
携
計
画
は

終
了
す
る
が
、
必

要
な
取
り
組
み
は

継
続
さ
せ
つ
つ
、

国
の
計
画
も
定
め

ら
れ
る
の
で
、
注

視
し
な
が
ら
、
地

域
に
あ
っ
た
交
通

施
策
の
見
直
し
に

取
り
組
み
た
い
。

【
防
災
対
策
】

□問　　
災
害
以
降
、

各
地
区
で
は
町
民

が
一
体
と
な
っ
て

防
災
へ
の
取
り
組
み
が
さ

れ
て
い
る
が
、
市
と
し
て

対
応
が
な
い
。
行
政
の
姿

勢
が
問
わ
れ
な
い
か
。

■答　
提
案
の
あ
っ
た
防
災

フ
ォ
ー
ラ
ム
に
つ
い
て
は

現
在
開
催
予
定
は
な
い
。

小
さ
な
単
位
で
防
災
意
識

を
高
め
て
い
く
ほ
う
が
効

果
的
。
災
害
対
策
基
本
法

の
改
正
に
よ
り
、
地
区
ご

と
に
作
ら
れ
た
防
災
計
画

が
市
へ
提
案
さ
れ
た
ら
、

市
の
防
災
計
画
に
も
掲
載

す
る
動
き
と
な
っ
て
い

る
。

検証と要望への
　　　　　　対応を

市長／地域での交通対策

交
通
対
策

防災対策

災
害
弱
者
の
避
難
対
策
は

市
長
／
見
直
し
が
必
要

山本　誉

島田修二

□問
　
　

東
日
本
大
震
災
以
降
、

市
民
の
方
々
の
防
災
・
減

災
に
対
す
る
意
識
は
高

ま
っ
て
い
る
。
防
災
対
策

の
取
り
組
み
は
。

■答　
こ
れ
ま
で
「
津
波
対

策
」「
水
害
対
策
」「
震

災
対
策
」「
情
報
伝
達
の

充
実
」
等
様
々
な
防
災
施

策
を
実
施
し
た
。
特
に
大

震
災
以
降
、
新
た
に
重
点

課
題
と
し
て
浮
上
し
た
津

波
対
策
を
主
眼
に
、
津
波

防
災
マ
ッ
プ
の
配
布
、
海

抜
表
示
板
の
設
置
、
防
災

倉
庫
の
設
置
な
ど
実
施
し

た
。□問

　
　

今
後
の
取
り
組
み
は
。

■答　
昨
年
８
月
の
豪
雨
災

害
で
、
本
市
防
災
体
制
の

不
十
分
な
点
が
洗
い
出
さ

れ
た
こ
と
を
受
け
、現
在
、

江
津
市
地
域
防
災
計
画
の

見
直
し
を
行
っ
て
お
り
、

そ
の
反
省
点
を
も
と
に
、

組
織
体
制
の
見
直
し
を
含

め
、
よ
り
実
効
性
の
あ
る

計
画
と
な
る
よ
う
改
定
作

業
を
進
め
て
い
る
。

□問
　
　

災
害
弱
者
を
支
援
す

る
た
め
の
災
害
時
要
援
護

者
登
録
制
度
の
取
り

組
み
は
。

■答　
災
害
時
に
自
ら

避
難
す
る
こ
と
が
困

難
な
高
齢
者
等
の
避

難
支
援
を
目
的
に
、

平
成
18
年
度
、
国
か

ら
基
本
的
な
指
針
が

示
さ
れ
平
成
20
年
に

制
度
設
計
を
行
い
、

申
請
に
よ
る
登
録
方

式
と
し
、
同
年
よ
り

申
請
を
受
け
付
け
、

実
施
し
て
い
る
。
現
在
、

対
象
者
は
約
４
０
０
０

名
で
登
録
者
は
今
年
度

５
２
６
名
で
す
。

□問
　
　

登
録
制
度
の
拡
充
が

必
要
と
考
え
る
が
、
今
後

の
取
り
組
み
は
。

■答　
平
成
25
年
に
災
害
対

策
基
本
法
が
改
正
さ
れ
、

避
難
行
動
支
援
要
支
援
者

名
簿
を
活
用
し
た
実
効
性

の
あ
る
避
難
支
援
が
行
わ

れ
る
よ
う
、
名
簿
作
成
の

義
務
づ
け
が
定
め
ら
れ
た
。

新
た
な
避
難
行
動
支
援
に

関
す
る
取
り
組
み
が
示
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
指
針
に

沿
っ
た
見
直
し
が
今
後
必

要
と
認
識
し
て
い
る
。

日桜ロード開通式（３月８日）

都治コミュニティで行われた津波防災マップづくり

一般質問９



平成 26 年５月１日

□問
　
　

農
業
災
害
の
補
助
制

度
と
復
旧
と
本
年
の
稲
作

付
け
は
。

■答　
農
地
・
農
業
施
設
の

復
旧
工
事
も
激
甚
災
害
に

指
定
さ
れ
、
工
費
が
40
万

円
以
上
で
、
国
の
補
助
率

は
、
96
・
５
％
～
99
・
３
％

の
見
込
み
。
小
災
害
は

市
単
独
で
工
費
が
13
万
～

40
万
円
未
満
で
、
国
の
補

助
率
と
同
率
と
す
る
。
市

単
独
応
急
対
策
は
、
２
／

３
及
び
１
／
２
と
し
、
稲

作
付
け
は
２
月
末
に
実
施

計
画
が
で
き
て
い
る
。

□問
　
　

衰
退
が
進
む
主
要
地

場
瓦
産
業
、
赤
瓦
に
特
化

し
な
い
使
用
推
進
の
補
助

制
度
の
設
置
の
考
え
は
。

■答　
平
成
17
年
、
赤
瓦
に

特
化
し
た
利
用
促
進
制
度

に
し
た
。
良
好
な
景
観
形

成
の
た
め
石
州
赤
瓦
景
観

の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し

て
い
る
の
で
理
解
し
て
ほ

し
い
。

□問
　
　

昭
和
37
年
建
設
の
市

庁
舎
の
耐
震
診
断
を
早
急

に
行
う
べ
き
と
思
う
。
ま

た
、
進
入
道
路
の
改
良
改

善
を
。

■答　
今
ま
で
設
計
図
書
が

な
か
っ
た
が
、
江
津
市
と

東
京
で
そ
ろ
う
事
が
分
か

り
、
様
々
な
観
点
か
ら
慎

重
に
検
討
す
る
。
進
入
路

に
つ
い
て
は
、
国
道
９
号

線
か
ら
の
右
折
を
可
能
と

す
る
道
路
改
良
は
非
常
に

困
難
で
あ
る
と
考
え
る
。

補助制度と稲作付は

市長／連携して取り組む

農
業
災
害

行財政

改
革
の
実
施
状
況
は

市
長
／
取
り
組
ん
で
い
る

石橋孝義

藤間義明

□問
　
　

平
成
24
年
６
月
に
平

成
32
年
ま
で
の
中
期
的
な

財
政
推
計
を
示
さ
れ
た

が
、
そ
の
後
の
取
り
組
み

状
況
は
。

■答　
平
成
24
年
度
の
確
定

し
た
普
通
交
付
税
額
や
、

平
成
25
年
度
か
ら
３
年
間

の
職
員
の
給
与
カ
ッ
ト
な

ど
新
た
な
要
素
を
加
え
た

が
、「
普
通
交
付
税
と
特

別
交
付
税
の
割
合
の
変

更
」
な
ど
の
マ
イ
ナ
ス
要

素
も
加
え
た
の
で
、
収
支

は
一
層
厳
し
く
な
り
、
給

与
カ
ッ
ト
が
続
く
平
成
27

年
度
ま
で
は
、
基
金
残
高

は
維
持
で
き
る
も
の
の
、

平
成
32
年
末
は
大
き
く
減

少
す
る
結
果
に
な
る
。
今

後
、
事
業
費
を
圧
縮
す
る

こ
と
、
あ
る
い
は
延
期
す

る
こ
と
、
施
設
の
見
直
し

等
取
り
組
む
べ
き
課
題
が

山
積
し
て
い
る
。

□問
　
　

行
財
政
改
革
実
施
状

況
で
、
電
算
化
に
よ
る
行

政
事
務
の
効
率
化
を
目

的
に
番
号
法
が
成
立
し

平
成
28
年
１

月
か
ら
国
民

に
カ
ー
ド
を

手
渡
す
予
定

で
あ
る
が
取

り
組
み
状
況

は
。■答　

今
後
個

人
情
報
フ
ァ

イ
ル
、
番
号

を
利
用
す
る

各
種
手
続
き

の
洗
い
出
し
、

条
例
の
改
正
、

特
定
個
人
情

報
保
護
評
価
の
実
施
、
情

報
の
提
供
・
取
得
に
必
要

な
シ
ス
テ
ム
構
築
な
ど
に

取
り
組
む
。

□問
　
　

平
成
25
年
度
中
に
公

共
施
設
白
書
を
策
定
し
、

26
年
度
中
に
あ
り
方
に
関

す
る
基
本
方
針
を
策
定
予

定
で
あ
る
が
状
況
は
。

■答　
今
後
、
人
口
動
態
を

見
据
え
、
財
政
状
況
を
考

慮
し
た
施
設
の
あ
り
方
に

つ
い
て
基
本
方
針
を
定

め
、
公
共
施
設
等
総
合
管

理
計
画
の
策
定
を
行
う
。

川戸・市山保育所を統合した新設した「さくらえ保育園」

早急な耐震診断と、進入道路の改善が必要と思われる
市庁舎

10一般質問



平成 26 年５月１日

□問
　
　

江
津
市
内
の
空
き
家

の
数
と
そ
の
把
握
状
況
は
。

■答　
平
成
20
年
の
統
計

調
査
で
は
、
住
宅
総
数

１
万
２
６
３
０
戸
の
う
ち

２
１
８
０
戸
が
空
き
家
と

な
っ
て
い
る
。

□問
　
　

崩
壊
の
危
険
の
あ
る

空
き
家
解
体
を
補
助
す
る

自
治
体
も
あ
り
、
国
交
省
も

空
き
家
除
去
の
助
成
を
行
っ

て
い
る
。本
市
で
も
対
応
を
。

■答　
本
市
で
も
25
年
度
よ

り
危
険
な
家
屋
の
除
却

の
命
令
が
可
能
に
な
っ
た

が
、
基
準
と
な
る
条
例
制

定
が
必
要
。「
空
き
家
対

策
庁
内
検
討
委
員
会
」
を

設
置
し
予
算
措
置
や
基
準

を
検
討
し
て
い
る
。

□問
　
　

資
源
と
し
て
の
空
き

家
活
用
も
必
要
。
Ｕ
・
Ｉ

タ
ー
ン
者
や
、
入
居
時
よ

り
家
族
が
増
え
て
手
狭
に

な
っ
て
い
る
市
営
住
宅
の

世
帯
を
対
象
に
空
き
家
を

活
用
す
れ
ば
、
地
域
の
活

性
化
や
子
ど
も
の
育
つ
環

境
を
整
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
賃
貸
契
約

を
結
べ
ば
宅
建
業
者

の
仕
事
が
生
じ
、
入

居
者
の
ニ
ー
ズ
に

合
わ
せ
住
宅
を
リ

フ
ォ
ー
ム
す
れ
ば
建

築
業
者
の
仕
事
が
生

ま
れ
る
。
市
で
行
っ

て
い
る
「
空
き
家
バ

ン
ク
」
で
は
家
主
の

申
し
出
を
待
っ
て
い

る
状
態
。
積
極
的
な

働
き
か
け
を
。

■答　
空
き
家
再
生
と
一
戸

建
て
住
宅
へ
の
ニ
ー
ズ
に

応
え
う
る
定
住
対
策
だ
け

で
な
く
、
子
育
て
支
援
・

景
観
保
全
・
地
域
活
性
化

に
効
果
が
期
待
さ
れ
る

が
、
利
用
可
能
な
空
き
家

の
把
握
・
所
有
者
へ
の
働

き
か
け
・
不
動
産
業
者
と

の
連
携
に
課
題
が
あ
る
。

現
状
の「
空
き
家
バ
ン
ク
」

に
取
り
組
む
。

□問
　
　

市
の
持
っ
て
い
る
情

報
を
活
用
し
、
積
極
的
な

所
有
者
へ
の
働
き
か
け
を
。

■答　
宅
建
業
者
の
い
る
と

こ
ろ
へ
の
介
入
は
難
し
い
。

資源としての
　　　　　活用を

市長／現状の事業に取り組む

空
き
家
対
策多田伸治

議案等の議決結果議案等の議決結果

空き家を活用すれば、街並み保存も可能に

11 一般質問・議決結果

議案番号 件　　　名 議決結果

多
田
伸
治

横
田
省
吾

藤
間
義
明

山
根
兼
三
郎

森
脇
悦
朗

島
田
修
二

茅
島　

昇

石
橋
孝
義

盆
子
原
民
生

藤
田　

厚

土
井
正
人

田
中
直
文

山
本　

誉

永
岡
静
馬

福
原
昭
平

河
野
正
行

第

1

回

議

会

定

例

会

承認第1号 専決処分報告について 3月4日 承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議

長

職

は

表

決

権

な

し

承認第2号 専決処分報告について 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

承認第3号 専決処分報告について 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

同意第1号 人権擁護委員候補者の推薦について 3月20日 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

同意第2号 監査委員の選任について 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

請願第1号 特定秘密保護法の廃止を求める意見書の提出について 〃 不採択 ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ●

議案第1号 江津市地域コミュニティ交流センターの設置及び管理に
関する条例の一部を改正する条例制定について 〃 可決 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第2号 江津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条
例制定について 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第3号 江津市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する
条例の一部を改正する条例の制定について 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第4号 江津市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例制定
について 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第5号 江津市災害派遣手当に関する条例の一部を改正する条例
制定について 〃 〃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第6号 職員の休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例
制定について 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第7号 江津市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定に
ついて 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第8号 江津市保育所条例の一部を改正する条例制定について 〃 〃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第9号 江津市手数料条例の一部を改正する条例制定について 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第10号 江津市営住宅等駐車場条例の一部を改正する条例制定に
ついて 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第11号 江津市生活バス運行事業に関する条例の一部を改正する
条例制定について 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 賛成　　● 反対　　△ 欠席　　棄 棄権



反
対
討
論

賛
成
討
論

平成 26 年５月１日

横田　特定秘密保護法は先の第 185 回臨時国会において成立している。我が国において、これまで機密保護につい
て国際常識に沿ったルールが無かったことが原因である。 [ 特定秘密 ] とされるものは、防衛、外交、スパイ防止、
テロ防止等の国の安全保障上の機密情報に限られている。国の重要な機密情報の漏洩を防ぐ為に必要であり、本請
願には反対する。

山本　基本的人権や民主主義、日本の将来にかかわる重要な法案であるにもかかわらず、過去の重要法案の審議と
比べても著しく短く、国民的議論も不十分なままに成立したことは大いに問題がある。また国会審議においても、
報道機関への家宅捜査や第３者機関の設置などでは政府答弁が二転三転し、審議中の法案であるにもかかわらず、
成立後の制度見直しに言及するなど法案の脆弱性が明らか。さらに、特定秘密の定義が極めて曖昧で、行政機関の
長の判断次第で秘密の範囲が際限なく拡大する危険性は高いこと等、この法律は一度廃止して再検討すべき。
多田 大きな反対の世論に関わらず、安倍自公政権がわずかな審議で強行成立させた秘密保護法は、日本国憲法の
国民主権・基本的人権の尊重・平和主義に反している。「特定秘密」は政府が勝手に決めることができ、国民には
何が秘密かも秘密とされ、捜査機関の一存で、報道機関から国会議員、広範な国民まで処罰することを可能とし、
言論・表現の自由を萎縮させる。反対討論では、このような法律が国際常識とされたが、「世界報道の自由度ラン
キング 2014」で、日本は特定秘密保護法の成立を理由に 59 位へ順位を下げ、先進国で唯一「顕著な問題」のあ
る国に転落した。国民は不安を抱き、大きな反対の声を上げている。この声に呼応して、特定秘密保護法の廃止に
協力することが、民主主義下の議会のとるべき態度。

賛否の分かれた議案の反対賛成討論

請願第１号　特定秘密保護法の廃止を求める意見書の提出について

賛否の分かれた議案の反対賛成討論

議決結果・本会議討論 12

議案番号 件　　　名 議決結果
多
田

横
田

藤
間

山
根

森
脇

島
田

茅
島

石
橋

盆
子
原

藤
田

土
井

田
中

山
本

永
岡

福
原

河
野

第

1

回

議

会

定

例

会

議案第12号 江津市心身障害児就学指導委員会設置条例の一部
を改正する条例制定について 3月20日 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議

長

職

は

表

決

権

な

し

議案第13号 特別職の職員で非常勤にものの報酬及び費用弁償
に関する条例の一部を改正する条例制定について 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第14号 江津市公民館設置管理条例の一部を改正する条例
制定について 〃 〃 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第15号 公の施設に係る指定管理者の指定について 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第16号 江津市過疎地域自立促進計画の変更について 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第17号 市道の路線の廃止について 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第18号 市道の路線の認定について 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第19号 平成26年度島根県江津市一般会計予算を定めるこ
とについて 〃 〃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第20号 平成26年度島根県江津市国民健康保険事業特別会
計予算を定めることについて 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第21号 平成26年度島根県江津市国民健康保険診療所事業
特別会計予算を定めることについて 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第22号 平成26年度島根県江津市後期高齢者医療事業特別
会計予算を定めることについて 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第23号 平成26年度島根県江津市公共下水道事業特別会計
予算を定めることについて 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第24号 平成26年度島根県江津市簡易水道事業特別会計予
算を定めることについて 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第25号 平成26年度島根県江津市農業集落排水事業特別会
計予算を定めることについて 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第26号 平成26年度島根県江津市水道事業特別会計予算を
定めることについて 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第27号 平成25年度島根県江津市一般会計補正予算（第10
号）を定めることについて 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第28号 平成25年度島根県江津市国民健康保険事業特別会
計補正予算（第4号）を定めることについて 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第29号 平成25年度島根県江津市国民健康保険診療所事業
特別会計補正予算（第2号）を定めることについて 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第30号 平成25年度島根県江津市後期高齢者医療事業特別
会計補正予算（第2号）を定めることについて 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第31号 平成25年度島根県江津市公共下水道事業特別会計
補正予算（第5号）を定めることについて 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第32号 平成25年度島根県江津市簡易水道事業特別会計補
正予算（第4号）を定めることについて 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第33号 平成25年度島根県江津市農業集落排水事業特別会
計補正予算（第5号）を定めることについて 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第34号 平成25年度島根県江津市水道事業会計補正予算
（第5号）を定めることについて 〃 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第35号 江津市議会基本条例の制定について 〃 〃 ● ○ ○ ● ○ ○ 棄 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 棄



平成 26 年５月１日

多田　条例案で規定される武力攻撃災害での派遣は、武力事態法に基づくが、この法律は武力攻撃による非常時に
国民の権利を制限している。国民の権利が国家の許す範囲でしか認められなかった第二次大戦時には、国民が戦争
への協力を強制され、沖縄戦では「邪魔になる」と日本軍による住民の虐殺や集団自決まで起こっている。その反
省から日本国憲法第11条では「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する
基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」とされている。憲法の
条文に反する法律に加担するべきではない。

多田　市長は「人口増を目指す」としたが、人口を減らし続けてきた従来の予算と大差ない内容で、過疎・少子化対
策に積極的に取り組んでいる近隣自治体に比べ、特筆すべき福祉の充実や、市民の生活が向上する取り組みが見え
ない。一方で、江津駅前再開発では複合施設の建設費用が計上されたが、江津市総合市民センターを小規模にして
もう一つ建てるというべきもので、不要不急の箱物行政を進めている。
やるべきことを差し置いて、やりたいことを優先した予算案となっているため反対。

多田　黒松・波積の保育所が休止された際、地域住民との約束では、子どもが10人に増えれば再開するとされており、
両保育所の廃止はその約束を反故にするもの。また、今後の黒松・波積地区については、子どもが増えても保育所を設
置しないとしており、この地域で子どもが増える見通しを持っていない。しかし、人口増を目指すためにも、子育て環
境を後退させてはならず、保育所を廃止すべきではない。

田中　住民の安全を守るために、本市が、それぞれの法律の規定に基づいて要請した他の行政機関からの派遣職
員に対して、法律の規定に基づき派遣手当を支給することは、派遣職員の人員確保の面においても必要なことと
考え賛成する。

藤間　災害復旧を着実に進める予算であるとともに、全般的には、「定住施策の再構築」のため、「第5次総合振
興計画」の定住促進４大重点プロジェクトの７つの主要テーマにそって事業が盛り込まれており、その定住促進
の考え方にも賛同する。また災害復旧に多額の一般財源を要すなど、極めて厳しい財政状況ではあるが、費用対
効果を最大限に求めた予算編成とされており、行財政改革を進める中で、「災害復旧」と「定住施策の推進」を図
っている。この度の平成26年度の江津市一般会計予算については、いずれも必要な予算であることから賛成する。

賛否の分かれた議案の反対賛成討論

多田 条例案では地域コミュニティセンターを社会教育法に準じた施設としているが、所管を教育委員会から市長
権限に変更することは、市長の考え一つで予算や活動、教育の在り方を変質させ、失わせる。また、戦後の民主主
義の柱として教育委員会や社会教育法があり、その目的を達するために公民館がある。安直な変更は、戦後の民主
主義やそれに基づく教育の在り方、考え方を歪めることになる。

島田 公民館から地域コミュニティ交流センターへの移行により、公民館を中心に行われていた社会教育活動が、今
後十分に担保されなくなるのではとの不安の声も一部にはあったが、「江津市地域コミュニティ交流センターの設置
及び管理に関する条例」第 2 条の中で、センターについては、地域コミュニティの主体となる組織の活動拠点とし、
地域づくり活動、社会教育活動、並びに地域福祉活動を中心に、地域の振興と住民相互の交流促進を目的に設置する
と定められている。また、センター化後の地域の社会教育活動について今後も他の公民館同様に社会教育課において
担当することとされており、これまで同様継続されることは明らかであることから賛成する。

議案第 19 号　平成 26 年度島根県江津市一般会計予算を定めることについて

議案第８号　江津市保育所条例の一部を改正する条例制定について

議案第５号　江津市災害派遣手当に関する条例の一部を改正する条例制定について

議案第１号　江津市地域コミュニティ交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
例制定について 及び　議案第14号 江津市公民館設置管理条例の一部を改正する条例制定について

反
対
討
論

賛
成
討
論

反
対
討
論

賛
成
討
論

反
対
討
論

反
対
討
論

賛
成
討
論

本会議討論13



基本条例制定に対する反対賛成討論

平成 26 年５月１日

江 津 市 議 会 基 本 　 　 条 例 を 制 定 し ま し た ！

　　反対討論

多田 議会基本条例案では、質問した議員に市長から逆質問
が可能とされるが、本議会の一般質問では議員の質問と市長
の答弁の時間、合わせて 50 分が各議員の持ち時間となって
おり、質問を妨害することもできる。本来の市長へのチェッ
ク機能を果たせないばかりか、大前提が逆転し、市長が各議
員をチェックすることになるため反対する。
山根 

①条例とするべき内容ではない。基本的に条例というのは、
「住民の権利・自由に対する制限を定めるもの」であり、
それ以外のものは条例という形で定めるべきではない。以
前の決議を改正するなり詳細化するものとして、決議の形
で提出するべきである。

②憲法違反や、地方自治法との関係で疑義のある条文が多々
ある。内容が、議会、議員の努力義務を規定するものであ
るために文言が抽象的であり、不要の条例である。

③議会基本条例が市民の負託にこたえようとするものである
なら、条例化する前にパブリックコメントを求めることが
必要と思われる。こういった手続きを踏まえずに議員の任
期切れ直前に議決していくのは、新たな議員ならず市民に
対しても不誠実な態度であり、江津市議会がめざす議会と
は相反するものである。

賛成討論

永岡 平成 20 年から特別委員会を設置し、
6 年の年月をかけて丁寧に議論を重ね、よ
うやく提案するところまで至ったものであ
る。平成 22 年 3 月の「江津市議会及び江
津市議会議員の活動における基本的事項に
関する決議」では、基本方針のほか、「市
民への積極的な情報公開」、「市政全般にわ
たる情報や意見の交換をする機会を設け
る」など、5 項目について決議を行ってい
る。

また、議会報告会を開催するなど、先行
実施してきたものもあり、その成果が表れ
てきていると認識している。

議会改革は、議会基本条例を制定して終
わるものではなく、これを運用し不断に研
鑽を重ねる中で成し遂げられるものであ
る。

その意味で、議会基本条例制定は、議会
改革の本格的なスタートラインに立つため
のものでもあることを述べて賛成する。

○議員の質問に対する市長等の質問権を明記

第９条２　議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員又は委員

会が提出した議案又は質問若しくは発言に対して、議長又は委員長の許可を得て質疑を

行うことができる。
・議員発案又は質問若しくは発言等の意図を確認するための手法を定めています。

○自由討議による合意形成を図る

第 12 条　委員会において審査し結論を出す場合、休憩を取り、議員間相互の議論を尽

くして合意形成に努めるものとする。
合議制機関の特性として、議会には本来、議員相互間の自由な論議により合意の形成に努めることが

求められていますが、議事として質疑、討論、表決という流れとなっていて、議員間の議案の是非をめ

ぐって討議を行う段階は設定されていないのが実態です。そこで議員同士が、自由に発言し、論議する

過程を設けるものです。

※基本条例の全文は、江津市議会ホームページでご覧になれます

基本条例制定に対する反対賛成討論

討　論

14議会基本条例



江津市議会基本条例とは

条例制定までの経緯

基本条例の特徴

平成 26 年５月１日

特　集

江津市議会基本条例とは

江津市議会では、議会の活性化を図り、より一層市民からの負託に応えられる議
会を目指して、平成 20 年から議会基本条例の策定を進めてまいりましたが、平成
26 年 3 月 20 日の本会議で議員提案し、採決の結果、賛成 11、反対２、棄権２で
即日可決しました。

江津市議会基本条例は、新たに取り組むべき項目を規定するだけでなく、議会運営や議員の活動に関

する基本事項及び、市民との関わり、これまで行ってきた議会改革の取り組みについても反映させたも

のとなっています。議会の役割や責任及び活動の指針を明らかにすることで、市民の皆様に議会の活動

をご理解いただき、より信頼される議会づくりを目指すものです。

条例制定までの経緯

制定までに足掛け６年かかった基本条例ですが、平成 20 年に議会活性化特別委員会を設置し、開か

れた議会を目指し基本条例の策定を進めてまいりました。成案とするには更に時間をかけて協議をする

必要があることから、改選前の平成 22 年３月議会定例会で基本条例に代わるものとして「江津市議会

及び江津市議会議員の活動における基本的事項に関する決議」が行われ、基本条例については改選後の

議会に委ねられました。

これを受けて、今議会は平成 22 年６月に議会改革特別委員会を設置し、前期から委ねられた基本条

例の制定や通年議会など、議会改革に向けた委員会・協議会を 43 回、作業部会を 7 回開催し、先進地

視察や研修会に参加し、条文については、上位法や他の条例との整合性や、細部にわたって言い回しを

確認する作業を繰り返し、執行部と議会の関係については執行部の意見を求め、時間をかけて議論と修

正を重ね、草案作りを進めてまいりました。

この間、第６条　議会報告会の開催については、制定に先駆けて平成 24 年５月、江津市議会として

初の議会報告会を市内４か所で開催しました。また、政務活動費にかかわる条例提案、長期欠席にかか

る報酬条例の改正など様々な改革を行い、意見書の提出、議員定数の検証など様々な課題についても協

議を重ねながら、６年間の集大成として江津市議会にふさわしい基本条例として取りまとめました。

基本条例の特徴

○議会報告会の開催

第６条　議会は、議員及び市民が市政全般にわたって、情報及び意見を交換する議会

報告会を開催する。
・ 開かれた議会であるためには、「議会運営や議員活動が市民に分りやすい」「市民の意見を反映し

ている」「市民にとって参加しやすい」ものである必要があります。議会、議員からの情報の発信

にとどまらず、多様化、高度化している様々な市民の意見や要望を議員各人がくみ上げる努力をす

るものです。

江 津 市 議 会 基 本 　 　 条 例 を 制 定 し ま し た ！特　集

15 議会基本条例
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記

こ
の
編
集
委
員
会
の
メ

ン
バ
ー
で
発
行
す
る
「
市

議
会
だ
よ
り
」
は
今
回
を

も
ち
ま
し
て
最
後
に
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
２

年
間
、
市
民
の
皆
さ
ん
に

市
議
会
が
よ
り
身
近
に
、

そ
し
て
、
よ
り
分
か
り
や

す
く
を
目
標
に
、
毎
議
会

終
了
後
、
約
１
ヵ
月
間
を

か
け
て
全
委
員
と
議
会
事

務
局
職
員
で
編
集
作
業
に

努
力
し
て
ま
い
り
ま
し
た

が
、
ま
だ
ま
だ
不
十
分

○
次
回
定
例
会
日
程

６
月
13
日（
金
）
か
ら

６
月
27
日（
金
）ま
で
の

予
定
で
す
。

お
知
ら
せ

３月２日（日）、広島安佐北区スポーツセンターで行われ
た第４回春の全国女子ドッジボール選手権中国大会で、桜
江・掛合・高角合同チームの島根ＳＫＴが初優勝し、中国ブ
ロック代表として、３月15日（土）名古屋で行われた全国
大会に出場しました。

島根ＳＫＴの皆さん
女子ドッジボール選手権

全国大会出場 !!

平
成
26
年
度

市
政
功
労
者
表
彰

市
議
会
議
員
12
年
以
上

表
彰
と
し
て
、
４
人
の
議

員
が
江
津
市
政
功
労
者
表

彰
を
受
け
ま
し
た
。

受
賞
し
た
の
は
、
写
真

前
列
向
か
っ
て
右
か
ら
田

中
直
文
議
員
、
土
井
正
人

議
員
、
藤
田
厚
副
議
長
、

河
野
正
行
議
長
。

表　

彰

１
月
30
日（
木
）、
２
月

13
日（
木
）の
２
日
間
に
わ

た
り
、
水
道
事
業
に
関
す

る
勉
強
会
を
開
催
し
ま
し

た
。１

日
目
は
、
昭
和
30
年

代
に
給
水
を
開
始
し
て

以
降
の
水
道
事
業
の
経
緯
、

安
定
し
た
給
水
を
行
う
た

め
に
昭
和
60
年
か
ら
島
根

県
企
業
局
の
江
の
川
水
道

用
水
供
給
事
業
か
ら
の
受

水
を
開
始
し
た
こ
と
、
取

水
か
ら
浄
水
、
配
水
、
給

水
に
至
る
水
道
の
大
ま
か

な
流
れ
、
各
施
設
の
概
要

な
ど
に
つ
い
て
、
水
道
課

よ
り
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

２
日
目
は
、
地
方
公
営

企
業
で
あ
る
江
津
市
水
道

事
業
会
計
の
仕
組
み
、
平

成
26
年
度
か
ら
適
用
さ
れ

る「
新
会
計
基
準
」の
概
要
、

平
成
28
年
度
ま
で
に
す
べ

て
の
水
道
事
業
が
統
合
さ

れ
、
桜
江
地
域
の
水
道
事

業
に
も
企
業
会
計
方
式
が

採
用
さ
れ
る
こ
と
、
水
道

事
業
会
計
の
将
来
の
収
支

推
計
や
課
題
な
ど
に
つ
い

て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

水
道
事
業
に
つ
い
て

　
　

全
議
員
で
勉
強
会

○
請
願
・
陳
情
の

　
　

受
付
に
つ
い
て

請
願
書
及
び
陳
情
書
の

受
付
は
、
本
会
議
初
日
の

８
日
前
の
午
前
中
ま
で
で

す
。

〔
例
〕

６
月
定
例
会
で
、
本
会

議
初
日
６
月
13
日
の
場
合

『
６
月
５
日
の
午
前
中
ま

で
』
と
な
り
ま
す
。

そ
れ
を
過
ぎ
ま
す
と
、

次
定
例
会
（
９
月
定
例

会
）
に
付
託
・
審
議
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

だ
っ
た
と
考
え
ま
す
。

こ
の
足
り
な
い
部
分

は
、
改
選
後
の
新
し
い
編

集
委
員
会
に
託
し
、
そ
し

て
、
こ
れ
ま
で
の
市
議
会

だ
よ
り
の
発
行
に
係
わ
っ

て
い
た
だ
い
た
皆
様
に
感

謝
を
申
し
上
げ
、
編
集
後

記
と
い
た
し
ま
す
。

（
島
田
修
二
）

～スポーツ振興議員連盟も
　　　皆さんの活躍を応援してます～

おめでとう！

熱心な編集会議

平成 26 年 5 月１日 16お知らせ・編集後記




